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〔
商
法
　
三
九
七
〕
　
損
失
補
填
と
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任

（
灘
蠣
灘
灘
蒲
贈
鱗
噸
）

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

一
、
平
成
三
年
証
券
取
引
法
改
正
法
施
行
前
に
行
わ
れ
た
損
失
補
填

　
は
、
改
正
前
証
券
取
引
法
五
〇
条
一
項
三
号
・
四
号
に
違
反
し
な

　
い

二
、
平
成
三
年
証
券
取
引
法
改
正
前
五
八
条
一
号
違
反
の
成
立
の
た

　
め
に
は
、
欺
岡
行
為
と
そ
れ
に
よ
る
錯
誤
を
必
要
と
す
る

三
、
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
い
う
「
法
令
」
は
、
具
体
的
な
職

　
務
を
定
め
る
法
令
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
義
務
を
定
め
る
法
令

　
を
も
包
含
す
る

四
、
顧
客
と
の
取
引
関
係
を
維
持
し
、
ま
た
は
拡
大
す
る
目
的
で
行

　
わ
れ
た
損
失
補
填
は
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る

〔
参
照
条
文
〕

商
二
五
四
条
・
二
五
四
条
ノ
三
・
二
六
六
条
一
項
五
号
・
平
三
年

法
九
六
号
改
正
前
証
券
取
引
法
五
〇
条
一
項
三
号
（
現
行
四
二
条

　
の
二
・
一
項
）
・
五
八
条
一
号
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
・
昭
和
五

七
年
公
取
委
告
示
一
五
号
不
公
正
な
取
引
方
法
九
項
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〔
事
実
〕

　
訴
外
甲
会
社
は
、
大
正
一
四
年
二
月
二
七
日
に
設
立
さ
れ
た
株

式
会
社
で
、
そ
の
営
業
目
的
は
、
有
価
証
券
の
売
買
、
そ
の
媒
介
、

取
次
お
よ
び
代
理
、
有
価
証
券
の
引
受
お
よ
び
売
出
し
な
ど
で
あ
り
、

被
告
昭
等
は
、
平
成
二
年
三
月
当
時
、
い
ず
れ
も
、
甲
会
社
の
代
表

取
締
役
の
地
位
に
あ
っ
た
。

　
訴
外
乙
会
社
は
、
甲
会
社
の
大
口
顧
客
で
あ
り
、
甲
会
社
は
、
昭

和
四
八
年
三
月
か
ら
、
乙
会
社
と
有
価
証
券
の
売
買
な
ど
に
よ
る
資

金
運
用
の
取
引
を
継
続
し
、
ま
た
乙
会
社
の
証
券
発
行
に
際
し
て
は
、

主
幹
事
証
券
会
社
の
地
位
に
あ
っ
て
、
引
受
手
数
料
な
ど
、
㌔
主
張

の
手
数
料
収
入
を
得
て
い
た
。

　
乙
会
社
は
、
平
成
元
年
四
月
、
訴
外
丙
信
託
銀
行
と
の
間
で
、
乙

会
社
を
委
託
者
、
丙
信
託
銀
行
を
受
託
者
と
し
、
期
間
を
平
成
二
年

三
月
ま
で
と
す
る
特
定
金
銭
信
託
契
約
を
締
結
し
て
、
一
〇
億
円
を

信
託
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
丙
信
託
銀
行
が
甲
会
社
の
た
め
の
取
引
口

座
を
開
設
し
て
、
有
価
証
券
の
売
買
に
よ
る
乙
会
社
の
た
め
の
資
金

運
用
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
特
定
金
銭
信
託
契
約
に
基
づ
く
勘
定
を

利
用
し
た
取
引
（
特
金
勘
定
取
引
）
に
お
い
て
は
、
乙
会
社
は
投
資

顧
問
会
社
と
の
間
で
投
資
顧
間
契
約
を
締
結
し
て
お
ら
ず
、
甲
会
社

か
ら
有
価
証
券
の
売
買
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
受
け
て
、
丙
信
託

銀
行
に
対
し
て
売
買
の
指
図
を
し
、
こ
の
指
図
に
基
づ
い
て
丙
信
託

銀
行
が
甲
会
社
に
有
価
証
券
の
売
買
を
発
注
す
る
と
い
う
関
係
に
あ

っ
た
（
い
わ
ゆ
る
営
業
特
金
）
。
平
成
元
年
末
頃
、
乙
会
社
の
た
め

の
特
金
勘
定
口
座
に
は
、
約
二
億
七
千
万
円
の
損
失
が
生
じ
て
い
た
。

　
平
成
元
年
一
二
月
二
六
日
、
大
蔵
省
証
券
局
は
、
社
団
法
人
日
本

証
券
業
協
会
に
対
し
、
「
証
券
会
社
の
営
業
姿
勢
の
適
正
化
及
び
証

券
事
故
の
未
然
防
止
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
局
長
通
達
を
行
い
、
ま

た
そ
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
業
務
課
長
連
絡
を
行
っ
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
証
券
会
社
の
大
口
顧
客
に
対
す
る
損
失
補
填
は
、

一
般
投
資
者
の
証
券
取
引
に
つ
い
て
の
公
平
感
や
証
券
市
場
に
対
す

る
信
頼
感
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
証
券
取
引
の
公
平
性
や
証
券
市

場
の
透
明
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
証
券
会
社
の
営
業
姿
勢
の
適
正
化

が
強
く
要
求
さ
れ
る
と
し
た
う
え
、
証
券
会
社
に
対
し
、
法
令
上
の

禁
止
行
為
で
あ
る
損
失
保
証
に
よ
る
勧
誘
や
、
特
別
の
利
益
提
供
に

よ
る
勧
誘
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
後
的
な
損
失
の
補
填
や
特
別
の

利
益
提
供
も
厳
に
こ
れ
を
慎
む
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
特
金
勘

定
取
引
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
顧
客
と
投
資
顧
間
業
者
と
の
間

に
投
資
顧
問
契
約
が
結
ば
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、

顧
客
が
投
資
顧
問
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
か
、
あ

る
い
は
、
顧
客
と
の
間
で
運
用
に
当
た
り
売
買
一
任
勘
定
取
引
、
利

回
り
保
証
、
特
別
の
利
益
提
供
な
ど
の
行
為
は
行
わ
な
い
旨
の
書
面

を
取
り
交
わ
す
か
の
処
置
を
と
っ
て
取
引
を
開
始
し
、
ま
た
は
継
続
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す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
甲
会
社
を
は
じ
め
各
証
券
会
社
で
は
、
こ
の
通
達
の
主
眼
は
早
急

に
営
業
特
金
の
解
消
を
求
め
る
点
に
あ
る
と
理
解
し
、
株
式
市
場
が

急
落
す
る
状
況
下
で
顧
客
と
の
関
係
を
良
好
に
維
持
し
つ
つ
営
業
特

金
の
解
消
を
す
す
め
て
い
く
た
め
に
は
、
損
失
補
填
も
や
む
を
得
な

い
と
い
う
考
え
方
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
甲
会
社
で
は
、
専
務
取
締
役
で
管
理
部
門
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ

た
㌔
が
担
当
者
と
な
っ
て
、
営
業
特
金
の
総
点
検
を
行
う
こ
と
と
し
、

各
営
業
部
店
の
担
当
者
が
顧
客
と
の
間
で
、
営
業
特
金
解
消
の
た
め

の
交
渉
を
開
始
し
、
そ
の
過
程
で
顧
客
か
ら
運
用
実
績
に
対
す
る
不

満
と
営
業
特
金
の
解
消
に
よ
る
評
価
損
の
発
生
に
つ
い
て
、
苦
情
が

寄
せ
ら
れ
た
た
め
、
平
成
二
年
二
月
二
二
日
、
艦
が
出
席
し
て
、
甲

会
社
の
専
務
会
が
開
催
さ
れ
、
㌔
か
ら
、
乙
ほ
か
の
顧
客
に
生
じ
た

損
失
に
つ
い
て
総
額
約
一
六
一
億
円
の
損
失
の
補
填
を
す
る
こ
と
が

提
案
・
了
承
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
営
業
特
金
の
運
用
に
よ
る
損

失
が
補
填
さ
れ
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
四
年
三
月
四
日
、
甲
会
社
の
株
主
で
あ
る
X
が
、

甲
会
社
に
対
し
て
、
㌔
等
の
損
失
補
填
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
追

及
す
る
訴
訟
の
提
起
を
請
求
し
た
が
、
甲
会
社
が
訴
を
提
起
し
な
い

の
で
、
同
年
四
月
一
〇
日
、
昭
等
の
責
任
を
追
及
す
る
代
表
訴
訟
を

提
起
し
た
の
が
、
原
審
で
あ
り
、
X
は
、
ω
本
件
損
失
補
填
は
、
取

締
役
の
善
管
注
意
義
務
（
商
法
二
五
四
条
三
項
、
民
法
六
四
四
条
）
、

忠
実
義
務
（
商
法
二
五
四
条
ノ
三
）
に
違
反
す
る
こ
と
、
⑭
本
件
損

失
補
填
は
、
改
正
前
証
券
取
引
法
五
〇
条
一
項
三
号
・
四
号
に
違
反

す
る
こ
と
、
⑥
本
件
損
失
補
填
は
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る

こ
と
、
よ
っ
て
㈲
被
告
ら
に
は
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
会
社
が
被
っ
た
損
害
と
し
て
、

損
失
補
填
額
に
相
当
す
る
三
億
六
千
万
円
の
損
害
賠
償
責
任
が
あ
る

こ
と
、
の
四
点
を
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
㌔
等
は
、
ω
本
件
損
失
補
填
は
、
経
営
上
の
判

断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
昭
等
に
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意

義
務
・
忠
実
義
務
違
反
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
⑭
平
成
三
年
改
正
前

の
証
券
取
引
法
は
、
顧
客
に
損
失
が
生
じ
た
後
に
こ
れ
を
補
填
す
る

事
後
的
な
損
失
補
填
を
禁
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
㈹
損
失
補
填
に

よ
り
乙
と
の
取
引
関
係
を
維
持
し
、
拡
大
を
図
る
こ
と
が
長
期
的
に

は
甲
会
社
の
利
益
に
な
る
と
判
断
し
て
損
失
補
填
を
行
っ
た
が
、
独

占
禁
止
法
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
の
は
損
失
補
填
自
体
で
は
な
く
、

損
失
補
填
に
よ
り
競
争
者
の
顧
客
を
自
己
と
取
引
す
る
よ
う
に
誘
引

す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
ゆ
損
失
補
填
に
よ
り
、
甲
会
社
は

乙
と
の
取
引
を
維
持
す
る
と
い
う
利
益
を
得
て
お
り
、
約
三
億
六
千

万
円
の
損
失
補
填
額
自
体
を
甲
会
社
が
被
っ
た
損
害
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
、
の
四
点
を
主
張
し
、
第
一
審
判
決
は
、
X
の
請
求
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を
棄
却
し
た
。

　
そ
こ
で
、
X
が
控
訴
し
、
参
加
人
丁
等
は
、
商
法
二
六
八
条
二
項

に
も
と
づ
き
、
X
の
共
同
訴
訟
人
と
し
て
、
本
件
訴
訟
に
参
加
し
、

X
及
び
丁
等
は
本
件
損
失
補
填
は
、
ω
改
正
前
証
券
取
引
法
五
八
条

一
号
に
違
反
す
る
こ
と
、
⑭
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る
こ
と
、

⑭
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
、

の
三
点
を
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
昭
等
は
、
ω
改
正
前
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号

違
反
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
証
券
取
引
に
つ
い
て
の
欺
岡
行
為
と

そ
れ
に
よ
る
錯
誤
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
⑭
独
占
禁
止
法
違
反
に
つ

い
て
、
認
識
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
違
法
性
が
な
い
こ
と
、
③
商
法

二
六
六
条
一
項
五
号
に
言
う
「
法
令
」
は
、
会
社
又
は
会
社
関
係
者

を
保
護
す
る
規
定
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
の
三
点
を
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕
控
訴
棄
却
・
参
加
請
求
棄
却

一
　
改
正
前
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
違
反
に
つ
い
て

　
改
正
前
の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
は
、
「
有
価
証
券
の
売
買
そ

の
他
の
取
引
…
…
に
つ
い
て
、
不
正
の
手
段
、
計
画
又
は
技
巧
を
な

す
こ
と
」
を
禁
止
し
、
違
反
行
為
は
刑
事
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た

（
同
法
二
号
）
。
こ
こ
に
い
う
「
不
正
の
手
段
、
計
画
又
は
技
巧
」
と

は
、
「
有
価
証
券
の
取
引
に
関
連
し
て
他
人
を
欺
岡
し
て
、
錯
誤
に

お
と
し
い
れ
る
詐
欺
的
行
為
」
を
意
味
し
、
改
正
前
の
証
券
取
引
法

五
八
条
一
号
違
反
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
証
券
取
引
に
関
し
て
欺

岡
行
為
と
そ
れ
に
よ
る
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

…
…
な
お
、
改
正
前
の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
違
反
の
行
為
は
平

成
三
年
の
同
法
改
正
前
か
ら
刑
事
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
（
一
九
七
条
二
号
）
が
、
損
失
補
填
が
右
改
正
前
か
ら
証
券
取

引
法
五
八
条
一
号
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
改
正
法

は
、
元
々
刑
事
罰
の
対
象
で
あ
っ
た
行
為
に
つ
き
、
今
回
重
ね
て
刑

事
罰
を
科
す
る
た
め
に
五
〇
条
の
三
第
一
項
三
号
（
現
行
四
二
条
一

項
一
号
）
、
一
九
九
条
の
一
の
六
号
（
現
行
一
九
八
条
の
三
）
を
立

法
し
た
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
一
九
七
条
と
一
九
九
条
（
現
行
一
九

八
条
の
三
）
の
法
定
刑
を
比
較
す
る
と
、
改
正
法
は
損
失
補
填
の
法

定
刑
を
軽
く
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
損
失
補
填
を
改
正

前
の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
に
違
反
す
る
行
為
と
解
釈
す
る
こ
と

は
、
右
の
よ
う
な
背
理
を
招
く
か
ら
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
本
件
損
失
補
填
が
、
改
正
前

の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
に
違
反
す
る
と
の
参
加
人
ら
の
主
張
は

理
由
が
な
い
。

二
　
独
占
禁
止
法
違
反
に
つ
い
て

証
券
会
社
が
顧
客
に
対
し
て
有
価
証
券
の
売
買
な
ど
の
取
引
に
つ
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い
で
生
じ
た
損
失
の
全
部
又
は
一
部
を
補
填
す
る
す
る
こ
と
は
、
証

券
市
場
の
担
い
手
で
あ
る
証
券
会
社
が
証
券
投
資
に
お
け
る
自
己
責

任
原
則
を
放
棄
し
、
証
券
市
場
に
お
い
て
適
正
に
形
成
さ
れ
た
価
格

を
市
場
外
で
修
正
す
る
も
の
で
あ
り
、
証
券
取
引
の
公
正
性
を
害
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
証
券
業
に
お
け
る
正
常
な
商
慣
行
に
違
反
す

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
損
失
補
填
は
、
顧
客

と
の
取
引
関
係
を
維
持
し
、
又
は
拡
大
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
一
部

の
顧
客
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
常
な
商
慣
行
に
照

ら
し
て
不
当
な
利
益
を
も
っ
て
、
競
争
者
の
顧
客
を
自
己
と
取
引
す

る
よ
う
に
誘
引
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和

五
七
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
一
五
号
）
の
九
項
（
不
当
な
利
益
に

よ
る
顧
客
勧
誘
）
に
、
該
当
し
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
は
、
競
争
者
の
利
益
を
保
護

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
規
定
で
あ
っ
て
、
同
条
違
反
の
損
害
を
被
る

の
は
、
当
該
会
社
で
は
で
は
な
く
、
競
争
者
で
あ
る
か
ら
、
同
条
違

反
が
当
然
に
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
法
令
違
反
に
含
ま
れ
る
と

解
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
。
同
号
の
法
律
違
反
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
違
反
の
行
為
が
ひ
い
て
は

取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
に
違
反
す
る
か
否
か
が
更
に

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
公
正
取
引
委
員
会
が
…
…
本

件
損
失
補
填
を
含
む
証
券
会
社
の
一
連
の
損
失
補
填
が
不
公
正
な
取

引
方
法
に
該
当
し
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る
旨
の
勧
告
を
行

っ
た
の
は
、
同
年
二
月
二
〇
日
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
右

認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
琉
等
…
…
が
本
件
損
失
補
填
を
決
定
し
実

施
し
た
平
成
二
年
三
月
の
時
点
に
お
い
て
、
右
行
為
が
不
公
正
な
取

引
方
法
に
該
当
し
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
と
の
認
識
を
も
つ
ま
で

に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
点
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

三
　
本
件
損
失
補
填
と
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
違
反

　
ω
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
言
う
「
法
令
」
の
解
釈
に
つ
い
て

　
同
条
一
項
五
号
は
、
取
締
役
の
法
令
定
款
に
基
づ
く
責
任
を
認
め

て
お
り
、
同
号
の
「
法
令
」
は
、
具
体
的
な
職
務
を
定
め
る
法
令
の

み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
を
定
め
る

抽
象
的
法
令
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
が

具
体
的
な
法
令
又
は
定
款
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、

一
般
的
な
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
も
、

こ
れ
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
法
令
違
反
行

為
を
し
た
も
の
と
し
て
会
社
に
対
し
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
べ
き
で

あ
る
。

　
②
損
害
の
発
生
に
つ
い
て

　
昭
等
は
、
本
件
損
失
補
填
に
よ
り
甲
と
乙
と
の
取
引
関
係
を
維
持
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す
る
こ
と
が
、
長
期
的
に
は
、
甲
の
利
益
に
な
る
と
判
断
し
て
、
本

件
損
失
補
填
を
決
定
し
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
、
本
件
損

失
補
填
後
、
乙
と
の
取
引
関
係
が
継
続
さ
れ
、
乙
は
平
成
四
年
七
月

に
三
〇
〇
億
円
、
平
成
五
年
三
月
に
二
〇
〇
億
円
の
社
債
を
発
行
し
、

甲
は
、
主
幹
事
証
券
会
社
を
維
持
し
、
こ
れ
に
よ
り
一
億
二
〇
〇
〇

万
円
余
の
手
数
料
収
入
を
得
た
ほ
か
、
…
…
今
後
も
〔
相
当
額
の
利

益
を
〕
得
ら
れ
る
見
込
み
で
あ
る
た
め
実
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
⑥
大
蔵
省
の
行
政
指
導
と
日
本
証
券
業
協
会
の
自
主
規
制
に
つ
い

　
　
て

　
大
蔵
省
は
、
…
…
事
後
的
な
損
失
補
填
を
慎
む
こ
と
と
営
業
特
金

の
廃
止
の
双
方
に
つ
き
行
政
指
導
を
行
い
、
ま
た
日
本
証
券
業
協
会

は
業
界
の
自
主
規
制
と
し
て
、
公
正
慣
行
規
則
九
号
に
よ
り
事
後
的

な
損
失
補
填
を
慎
む
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
証
券
取
引
法
上
の
禁
止
行
為
で
は
な
く
、
証
券
会
社
の
取
締
役
に

対
し
、
「
公
の
秩
序
」
を
示
す
も
の
と
も
い
え
な
い
。

　
㈲
証
券
取
引
法
・
独
占
禁
止
法
の
違
反
と
経
営
上
の
判
断
の
原
則

　
　
に
つ
い
て

　
独
占
禁
止
法
一
九
条
は
競
争
者
保
護
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
同
条

違
反
行
為
が
直
ち
に
証
券
会
社
の
取
締
役
の
当
該
会
社
に
対
す
る
関

係
に
お
い
て
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
甲
の
取

締
役
で
あ
る
昭
等
が
当
時
の
証
券
取
引
法
の
規
制
、
独
占
禁
止
法
違

反
の
認
識
を
も
つ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
事
情
、
株
式
市
況
の
暴

落
等
前
認
定
の
状
況
の
も
と
に
お
い
て
、
営
業
特
金
を
解
消
し
、
か

つ
乙
と
の
取
引
関
係
を
維
持
し
、
ひ
い
て
は
甲
の
利
益
の
維
持
を
図

る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
の
方
針
を
決
定
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
結

果
的
に
は
取
引
関
係
の
維
持
に
よ
り
実
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
本
件
損
失
補
填
を
決
定
・
実
施
し
た
こ
と
に
は
、
経
営
上
の
判
断

と
し
て
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
甲
に
対
す
る

関
係
に
お
い
て
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
に
違
反
す
る
よ
う
な
違

法
行
為
と
は
い
え
な
い
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
昭
等
が
本
件
損
失
補
填
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
、

商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
法
令
違
反
（
商
法
二
五
四
条
三
項
、
民

法
六
四
四
条
、
商
法
二
四
五
条
ノ
三
の
違
反
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

〔
研
　
究
〕

　
本
判
決
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
本
判
決
の
理
由
付
け
の
一

部
に
つ
い
て
は
、
疑
間
が
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
改
正
前
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
の
意
義
に
つ
い
て

述
べ
た
点
で
、
先
例
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
。
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一
　
改
正
前
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
違
反
（
以
下
、
「
旧
五
八
条

一
号
」
と
言
う
。
）
に
つ
い
て

　
本
判
決
は
、
ま
ず
旧
五
八
条
一
号
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
次
い

で
旧
五
八
条
一
号
が
損
失
補
填
に
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
場
合
に
、

条
文
間
に
生
ず
る
矛
盾
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
順
序
に

し
た
が
っ
て
研
究
す
る
。

　
①
旧
五
八
条
一
号
の
意
義
と
本
判
決

　
旧
五
八
条
本
文
は
、
「
何
人
も
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
、
一
号
は
「
有
価
証
券
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
又
は
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
等
、
有
価
証
券
の

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
若
し
く
は
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
等
に
つ
い

て
、
不
正
の
手
段
、
計
画
ま
た
は
技
巧
を
な
す
こ
と
。
」
と
規
定
し

て
い
た
が
、
こ
の
規
定
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
証
券
取
引
所
法
一
〇

条
b
項
に
基
づ
い
て
一
九
四
二
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
証
券
取
引
委

員
会
規
則
1
0
b
－
5
を
そ
の
ま
ま
継
受
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
同

規
則
に
お
い
て
は
、
「
詐
欺
的
（
α
9
鍔
＆
）
手
段
、
計
画
又
は
技

巧
」
を
用
い
る
こ
と
を
、
禁
止
す
る
と
定
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、

旧
五
八
条
一
号
で
は
「
不
正
の
手
段
、
計
画
又
は
技
巧
」
を
用
い
る

こ
と
を
禁
止
す
る
と
定
め
て
い
る
点
に
お
い
て
異
な
る
。
し
か
し
、

「
詐
欺
的
（
α
駄
轟
＆
）
」
を
「
不
正
の
」
と
表
現
を
変
え
て
定
め
て

い
て
も
、
立
法
に
当
た
っ
て
、
格
別
の
意
図
は
な
く
、
規
則
1
0
b
－

5
の
規
定
と
同
一
趣
旨
の
規
定
を
設
け
る
意
図
の
下
に
「
不
正
の
」

と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
に
過
ぎ
ず
、
両
者
の
意
義
は
、
実
質
的
に

同
一
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
旧
五
八
条
一
号
の
意
義
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
に
い
う

『
不
正
の
手
段
、
計
画
又
は
技
巧
』
と
は
、
「
有
価
証
券
の
取
引
に
関

連
し
て
他
人
を
欺
岡
し
て
、
錯
誤
に
お
と
し
い
れ
る
詐
欺
的
行
為
」

を
意
味
し
、
旧
五
八
条
一
号
違
反
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
証
券
取

引
に
関
し
て
欺
岡
行
為
と
そ
れ
に
よ
る
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
」
と
、
述
べ
た
。

　
旧
五
八
条
一
号
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
先
例
と
し
て
は
、
東
京

高
裁
昭
和
三
八
年
七
月
一
〇
日
判
決
（
東
京
高
刑
時
報
一
四
・
七
・

二
六
）
が
あ
り
、
こ
の
事
件
は
、
旧
五
八
条
一
号
違
反
に
は
厳
し

い
刑
罰
が
科
さ
れ
る
た
め
、
不
正
の
手
段
と
は
、
そ
の
意
義
内
容
が

漠
然
と
し
て
い
る
の
で
、
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
無
効
の
規
定
で

あ
る
、
と
の
主
張
が
な
さ
れ
、
「
『
不
正
の
手
段
』
と
は
、
『
取
引
所

取
引
た
る
と
、
店
頭
取
引
た
る
と
を
間
わ
ず
、
有
価
証
券
の
売
買
そ

の
他
の
取
引
に
つ
い
て
、
詐
欺
的
行
為
、
す
な
わ
ち
、
人
を
錯
誤
に

お
と
し
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
ま
た
は
他
人
の
利
益
を
計
ろ

う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。　

学
説
上
、
神
崎
教
授
は
、
「
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
は
、
証
券
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取
引
に
つ
き
不
正
の
手
段
、
計
画
ま
た
は
技
巧
を
な
す
こ
と
を
違
法

と
し
て
い
る
。
証
券
取
引
に
つ
き
不
正
の
手
段
、
計
画
ま
た
は
技
巧

を
な
す
と
は
、
証
券
取
引
に
つ
い
て
他
人
を
欺
岡
し
て
錯
誤
に
お
と

し
い
れ
る
態
様
の
行
為
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
証
券
の
取
引
に
つ
い

て
他
人
を
欺
岡
し
て
錯
誤
に
お
と
し
い
れ
る
行
為
を
す
る
限
り
、
そ

の
行
為
の
態
様
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
な
く
、
こ

の
規
定
の
違
反
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
規
定
の
違
反

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
不
正
の
手
段
、
計
画
ま
た
は
技
巧
が
証
券

取
引
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
行
為
者
が
そ
の
こ
と

を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」
と
し
、

（
神
崎
克
郎
・
証
券
取
引
法
〔
新
版
〕
五
九
八
頁
〔
一
九
八
七
〕
）
、

鈴
木
・
河
本
両
教
授
も
「
有
価
証
券
の
取
引
に
関
連
し
て
他
人
を
欺

岡
し
て
詐
欺
に
お
と
し
い
れ
る
す
べ
て
の
態
様
の
行
為
を
、
本
号
は
、

『
不
正
の
手
段
、
計
画
又
は
技
巧
』
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
詐
欺
的
行
為
が
証
券
取
引
に
関
連
し
て
な
さ
れ
る
こ

と
を
要
し
、
か
つ
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要

す
。
レ
と
す
る
（
鈴
木
竹
雄
H
河
本
一
郎
・
証
券
取
引
法
〔
新
版
〕

五
五
一
頁
2
九
八
七
〕
）
。
こ
れ
ら
学
説
は
、
い
ず
れ
も
、
昭
和
三

八
年
東
京
高
裁
判
決
後
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
従
う

も
の
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
、
こ
れ
等
先
例
お
よ
び
学
説
に
従
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　
昭
和
三
八
年
東
京
高
裁
判
決
の
上
告
審
で
あ
る
最
高
裁
昭
和
四
〇

年
五
月
二
五
日
決
定
（
裁
判
集
《
刑
》
一
五
五
・
八
三
一
）
は
、

「
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
に
い
う
『
不
正
の
手
段
』
と
は
、
有
価

証
券
の
取
引
に
限
定
し
て
そ
れ
に
関
し
、
社
会
通
念
上
不
正
と
認
め

ら
れ
る
一
切
の
手
段
を
い
う
」
と
述
べ
て
、
上
告
を
退
け
て
い
る
。

こ
れ
を
素
直
に
読
め
ば
、
詐
欺
行
為
と
そ
れ
に
よ
る
錯
誤
の
存
在
は
、

旧
五
八
条
一
号
違
反
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
的
要
件
で
は
な
い
こ

と
と
な
る
が
、
同
条
二
号
・
三
号
が
具
体
的
に
掲
げ
る
行
為
が
、
い

ず
れ
も
詐
欺
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
一
号
は
昭

和
三
八
年
東
京
高
裁
判
決
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
で
（
同
旨
、
龍
田

節
・
別
冊
ジ
ェ
リ
ス
ト
一
〇
〇
二
四
四
、
一
四
五
〔
一
九
八

八
〕
）
、
本
判
決
は
、
学
説
お
よ
び
先
例
に
従
う
も
の
で
あ
っ
て
、
正

当
で
あ
る
。

　
⑭
条
文
間
の
背
理
の
説
明

　
本
判
決
は
、
「
改
正
前
の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
違
反
の
行
為

は
平
成
三
年
の
同
法
改
正
前
か
ら
刑
事
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
（
一
九
七
条
二
号
）
が
、
損
失
補
填
が
右
改
正
前
か
ら
証

券
取
引
法
五
八
条
一
号
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
改

正
法
は
、
元
々
刑
事
罰
の
対
象
で
あ
っ
た
行
為
に
つ
き
、
今
回
重
ね

て
刑
事
罰
を
科
す
る
た
め
に
五
〇
条
の
三
第
一
項
三
号
（
現
行
四
二

条
の
二
第
一
項
）
、
一
九
九
条
の
一
の
六
号
（
現
行
一
九
八
条
の
三
）
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を
立
法
し
た
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
一
九
七
条
と
一
九
九
条
（
現
行

一
九
八
条
の
三
）
の
法
定
刑
を
比
較
す
る
と
、
改
正
法
は
損
失
補
填

の
法
定
刑
を
軽
く
し
た
こ
と
に
な
る
、
こ
の
よ
う
に
、
損
失
補
填
を

改
正
前
の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
に
違
反
す
る
行
為
と
解
釈
す
る

こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
背
理
を
招
く
か
ら
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
本
件
損
失
補
填
が
、
改
正

前
の
証
券
取
引
法
五
八
条
一
号
に
違
反
す
る
と
の
参
加
人
ら
の
主
張

は
理
由
が
な
い
。
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
正
当
で
な
い
。

　
損
失
補
填
が
旧
五
八
条
一
号
違
反
の
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
は
新
五
〇
条
の
三
第
一
項
三
号
（
現
行
四
二
条
の
二
第
一

項
）
、
一
九
九
条
の
一
の
六
号
（
現
行
一
九
八
条
の
三
）
の
立
法
と

何
ら
矛
盾
し
な
い
。
通
常
の
損
失
補
填
は
、
五
〇
条
の
三
第
一
項
三

号
（
現
行
四
二
条
の
二
第
一
項
）
に
よ
り
禁
止
さ
れ
、
そ
の
違
反
に

対
し
て
は
、
一
九
九
条
の
一
の
六
号
（
現
行
一
九
八
条
の
三
）
に
よ

っ
て
三
年
以
下
の
懲
役
刑
等
が
科
さ
れ
、
悪
質
の
程
度
が
高
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
一
五
七
条
一
号
（
旧
五
八
条
一
号
）
が
適
用
さ
れ
て

（
観
念
的
競
合
、
同
旨
、
龍
田
前
掲
一
四
五
）
、
そ
の
違
反
に
対
し
て

は
一
九
七
条
一
項
五
号
に
よ
っ
て
五
年
以
下
の
懲
役
刑
等
が
科
さ
れ

る
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
り
、
同
様
の
解
釈
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
に
つ
い
て
通
常
は
一
六
六
条
一
項
、
一
九
八
条
一
五
号
に
よ
り

三
年
以
下
の
懲
役
刑
が
科
さ
れ
る
が
、
悪
質
の
程
度
の
高
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
一
五
七
条
一
号
（
旧
五
八
条
一
号
）
違
反
と
し
て
一
九

七
条
一
項
一
五
号
に
よ
り
、
五
年
以
下
の
懲
役
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
（
同
説
、
神
崎
克
郎
・
内
部
者
取
引
の
禁

止
・
金
判
八
〇
六
・
二
一
五
〔
一
九
八
八
〕
、
横
畠
祐
介
・
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
規
制
と
罰
則
・
一
五
〔
一
九
八
九
〕
、
龍
田
節
・
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
の
禁
止
・
法
学
教
室
一
五
九
・
六
五
・
六
八
Ω
九

九
三
〕
、
河
本
一
郎
・
大
武
泰
南
・
証
券
取
引
法
読
本
新
版
二
四
五

2
九
九
六
〕
な
ど
）
。

　
ま
た
、
本
判
決
は
、
改
正
法
は
、
損
失
補
填
の
法
定
刑
を
軽
く
し

た
こ
と
に
な
る
、
と
批
判
す
る
が
、
こ
れ
は
、
従
来
五
〇
条
一
項
三

号
・
四
号
の
明
文
の
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
刑

罰
は
科
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
損
失
保
証
と
、
明
文
の
規
定
は
な
く
、

旧
五
八
条
一
号
の
解
釈
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
、
一
九
七
条
が
規
定
す

る
重
い
刑
罰
が
科
さ
れ
て
い
た
損
失
補
填
と
は
、
い
ず
れ
も
、
リ
ス

ク
・
フ
リ
ー
の
資
金
を
市
場
に
持
ち
込
ま
せ
、
証
券
市
場
の
価
格
形

成
機
能
を
歪
め
る
と
い
う
点
で
、
違
法
性
は
、
同
一
で
あ
る
の
で
、

改
正
法
は
、
一
方
に
は
罰
則
が
科
さ
れ
て
お
り
、
他
方
に
は
罰
則
が

科
さ
れ
な
い
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
修
正
す
る
た
め
に
、
一
九
七

条
よ
り
も
軽
い
刑
罰
を
規
定
す
る
現
行
一
九
八
条
の
三
の
規
定
を
適

用
す
る
も
の
と
し
た
、
と
説
明
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
損
失
補
填
は
旧
五
八
条
一
号
違
反
に
当
た
り
、
こ
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れ
は
、
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
「
法
令
違
反
」
に
該
当
す
る
が

（
「
法
令
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
同
号
違
反
に
よ
り
取
締
役

の
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
に
は
、
故
意
ま
た
は
過
失
を
必
要
と

す
る
と
こ
ろ
（
最
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
八
日
、
判
時
四
二
五
・
四

一
、
最
判
五
一
年
三
月
二
三
日
金
判
五
〇
三
∴
四
）
、
本
件
損
失

補
填
当
時
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
、
損
失
補
填
が
旧
五
八
条
一
号

違
反
行
為
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
学
説
上
争
い
が
あ
り
、

ま
た
判
決
例
も
存
在
し
な
い
の
で
、
当
時
昭
等
が
損
失
補
填
を
法
令

違
反
と
認
識
し
な
か
っ
た
こ
と
を
過
失
に
当
た
る
と
言
う
こ
と
は
で

き
ず
、
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
は
、
発
生

し
な
い
。

二
　
損
失
補
填
と
法
令
違
反

　
①
本
判
決
は
、
損
失
補
填
が
、
「
本
件
損
失
は
…
…
不
公
正
な
取

引
方
法
（
昭
和
五
七
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
一
五
号
）
の
九
項
に

該
当
し
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
条
は
、
競
争
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
図
し
た

規
定
で
あ
っ
て
、
同
条
違
反
の
損
害
を
被
る
の
は
、
当
該
会
社
で
は

な
く
、
競
争
者
で
あ
る
か
ら
、
同
条
違
反
が
当
然
に
商
法
二
六
六
条

一
項
五
号
の
法
令
違
反
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
の
は
相
当
で
は
な

い
。
」
と
述
べ
て
、
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
「
法
令
」
の
意
義

の
範
囲
を
制
限
す
る
（
制
限
説
）
と
と
も
に
、
「
同
号
の
法
律
違
反

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
の
違
反

行
為
が
ひ
い
て
は
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
に
違
反
す

る
か
否
か
が
更
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
」
と
し
、
さ
ら

に
「
同
条
一
項
五
号
は
取
締
役
の
法
令
定
款
に
基
づ
く
責
任
を
認
め

て
お
り
、
同
号
の
『
法
令
』
は
、
具
体
的
な
職
務
を
定
め
る
法
令
の

み
な
ら
ず
一
般
的
な
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
を
定
め
る
抽

象
的
法
令
を
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
が
具

体
的
な
法
令
又
は
定
款
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
一

般
的
な
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
も
、
こ

れ
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
法
令
違
反
行
為

を
し
た
も
の
と
し
て
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
べ
き
べ

き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
法
令
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
学
説
上
、
見
解
は
、
非
限
定
説
と

限
定
説
に
分
か
れ
て
お
り
、
通
説
は
非
限
定
説
を
採
り
、
「
法
令
」

と
は
、
商
法
二
一
〇
条
や
二
六
四
条
の
よ
う
な
具
体
的
な
規
定
の
み

な
ら
ず
、
取
締
役
の
一
般
的
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
を
定
め
る
抽
象

的
な
規
定
を
も
含
む
も
の
と
解
し
、
取
締
役
が
そ
の
任
務
を
怠
っ
て
、

会
社
に
損
害
を
加
え
る
す
べ
て
の
場
合
を
包
含
す
る
と
す
る
（
鈴
木

竹
雄
日
竹
内
昭
夫
・
会
社
法
二
一
八
〔
一
九
八
一
〕
、
北
沢
正
啓
・

会
社
法
三
九
六
〔
新
版
一
九
八
二
〕
、
大
隅
健
一
郎
1
1
今
井
宏
・
新
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判
会
社
法
論
中
－
二
二
八
〔
一
九
八
三
〕
高
鳥
正
夫
・
会
社
法
一
八

0
〔
一
九
八
0
〕
、
な
ど
）
。
そ
し
て
、
そ
の
要
件
と
し
て
は
、
任
務

解
怠
に
つ
き
取
締
役
の
故
意
ま
た
は
過
失
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
制
限
説
は
、
「
法
令
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
狭
く

解
し
て
、
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
と
い
っ
た
抽
象
的
な
規
定
を

含
ま
な
い
と
し
（
伊
沢
孝
平
・
注
解
新
会
社
法
四
四
八
〔
一
九
四

九
〕
、
宗
宮
信
次
・
株
式
会
社
重
役
の
損
害
賠
償
責
任
・
日
法
二

四
・
五
・
一
七
〔
一
九
五
八
〕
）
、
さ
ら
に
は
、
責
任
要
件
に
つ
い
て

も
故
意
・
過
失
を
要
し
な
い
と
す
る
少
数
説
が
あ
る
（
伊
沢
・
前
掲

書
四
四
八
）
。

　
本
判
決
は
、
基
本
的
に
は
非
限
定
説
を
採
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
制

限
説
を
採
っ
て
「
法
令
」
の
意
義
を
制
限
し
て
い
る
が
、
た
と
え

「
法
令
」
の
意
義
を
制
限
し
て
も
、
ど
の
法
令
も
、
注
意
義
務
違
反

の
有
無
に
よ
っ
て
会
社
に
対
す
る
責
任
が
決
ま
る
こ
と
は
同
じ
で
あ

り
、
法
令
に
よ
っ
て
程
度
に
差
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
（
龍
田
・

本
件
判
批
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
・
二
五
一
丁
二
五
三
2
九

九
七
〕
）
。
吉
原
和
志
・
法
令
違
反
行
為
と
取
締
役
の
責
任
・
法
学
六

〇
・
一
・
一
〔
一
九
九
六
〕
参
照
）
、
か
ら
す
る
と
、
本
判
決
が
制

限
説
を
採
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

　
ω
損
失
補
填
と
独
占
禁
止
法
違
反

　
本
判
決
は
、
本
件
損
失
補
填
は
、
独
占
禁
止
法
一
九
条
違
反
に
当

た
る
と
す
る
と
と
も
に
、
同
条
違
反
に
よ
っ
て
損
害
を
被
る
の
は
競

争
者
で
あ
っ
て
会
社
で
は
な
い
か
ら
、
同
条
違
反
は
商
法
二
六
六
条

一
項
五
号
の
「
法
令
違
反
」
に
含
ま
れ
な
い
と
し
た
。
し
か
し
損
失

補
填
は
独
占
禁
止
法
一
九
条
違
反
に
当
た
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
商

法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
「
法
令
違
反
」
に
当
た
る
、
と
解
す
る
の

が
正
当
で
あ
る
が
、
判
決
が
、
「
…
…
公
正
取
引
委
員
会
が
…
…
本

件
損
失
補
填
を
含
む
証
券
会
社
の
一
連
の
損
失
補
填
が
不
公
正
な
取

引
方
法
に
該
当
し
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る
旨
の
勧
告
を
行

っ
た
の
は
、
同
年
一
一
月
二
〇
日
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
右

認
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
艦
等
…
…
が
本
件
損
失
補
填
を
決
定
し
実

施
し
た
平
成
二
年
三
月
の
時
点
に
お
い
て
、
右
行
為
が
不
公
正
な
取

引
方
法
に
該
当
し
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
と
の
認
識
を
も
つ
ま
で

に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
点
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
㌔
等
に
は
損
失
補
填
に
当
た
り
独

占
禁
止
法
一
九
条
違
反
の
認
識
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が

な
く
、
し
た
が
っ
て
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
よ
る
損
害
賠
償
責

任
は
発
生
し
な
い
。

　
⑭
損
失
補
填
の
経
営
判
断
と
善
管
注
意
義
務

　
本
判
決
は
、
損
失
補
填
が
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
「
法
令
違

反
」
に
含
ま
れ
な
い
が
、
な
お
独
占
禁
止
法
一
九
条
に
違
反
す
る
行

為
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
違
反
に
当
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た
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
、
「
㌔
等
が
当
時
の
証
券
取
引
法
の
規

制
、
独
占
禁
止
法
違
反
の
認
識
を
も
つ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
事

情
、
株
式
市
況
の
暴
落
等
前
認
定
の
状
況
の
も
と
に
お
い
て
、
営
業

特
金
を
解
消
し
か
つ
乙
と
の
取
引
関
係
を
維
持
し
、
ひ
い
て
は
甲
の

利
益
の
維
持
を
図
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
の
方
針
を
決
定
し
、
そ

の
手
段
と
し
て
結
果
的
に
は
取
引
関
係
の
維
持
に
よ
り
実
損
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
な
い
本
件
損
失
補
填
決
定
・
実
施
し
た
こ
と
に
は
、

経
営
上
の
判
断
と
し
て
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、

甲
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
に
違
反
す

る
よ
う
な
違
法
行
為
と
は
い
え
な
い
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
」
と
し
た
。

　
こ
れ
は
、
善
管
注
意
義
務
の
判
断
に
つ
い
て
経
営
判
断
の
原
則
の

理
解
を
導
入
し
た
上
で
、
本
件
損
失
補
填
を
決
定
・
実
施
し
た
こ
と

が
経
営
判
断
と
し
て
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
も
の
と
し
て
、
善

管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
違
反
に
当
た
ら
な
い
、
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
最
高
裁
四
〇
年
一
〇
月
八
日
判
決
は
、

商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
違
反
に
よ
り
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
が

発
生
す
る
に
は
、
故
意
ま
た
は
過
失
を
必
要
と
す
る
と
し
て
お
り
、

本
判
決
は
、
㌔
等
に
、
本
件
損
失
補
填
が
法
令
違
反
に
当
た
る
こ
と

を
認
識
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
、
と
事
実
認

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
の
こ
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
。

付
記
“
本
件
に
つ
い
て
の
判
例
研
究
と
し
て
は
、
本
文
中
に
引
用
し

た
も
の
の
他
、
近
藤
光
男
・
判
批
・
金
法
一
四
四
〇
・
六
（
一
九
九

六
）
、
新
谷
勝
・
金
判
九
八
七
・
三
八
（
一
九
九
六
）
、
手
塚
裕
之
・

商
事
一
四
〇
五
・
一
四
（
一
九
九
五
）
、
吉
本
健
一
・
ジ
ュ
リ
臨
時

増
刊
一
〇
九
一
・
八
七
（
一
九
九
六
）
、
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
並
木
和
夫
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